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 現在各部に係属している事件は，統合先の部がそれぞれ担当します。 

 電話番号・ＦＡＸ番号は変わりません。 

 係名の変更があります。変更後の係名は追ってお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 民事第１６部は移転せず，１２階で執務を行います。 

 電話番号・ＦＡＸ番号は変わりません。 

 詳しい場所は裏面を御覧ください。 

 

 

令和２年４月１日から 

 

民事第１６部と第１７部が統合され，民事第１６部になります 

民事第３１部と第４１部が統合され，民事第３１部になります 

民事第３７部と第３９部が統合され，民事第３７部になります 

民事第４４部と第４５部が統合され，民事第４４部になります 

御不明な点があれば民事訟廷庶務第一係 

（03-3581-6049）にお問い合わせください。 

令和２年６月１日から 

 

民事第３１部，第３７部，第４４部は３階に移転します 

 

 民事第２９部，第４０部，第４６部，第４７部は 

１３階に移転します 

 

  



令和２年６月１日以降の民事部配置
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